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秦野市こども計画（第３期秦野市子ども・子育て支援事業計画）の 

変更等について 

令和８年１月２６日  

こども政策課、保育こども園課  

 

１ 計画変更の概要 

  今年度第１回秦野市子ども・子育て会議において、同会議の配付資料３に

基づき御説明しましたとおり、子ども・子育て支援法等の改正に伴い「乳児

等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事

項」が計画の必須記載事項となりましたので、次のとおり計画の一部を変更

するものです。 

 

２ 計画の変更点（新旧対照表） 

▼１０８ページ 

（17）乳児等通園支援事業 

※変更後の計画は裏面のとおり

新 旧 

確保方策・方向性 

家庭以外の人とかかわる機会や、年齢が

近いこども同士が触れ合う機会を創出し、こ

どもの心身の健やかな成長・発達を図るた

め、全ての保育所等と協議を進めながら利

用定員数の確保に努めます。 

また、地域の教育・保育施設と連携し、幼

稚園等における満３歳児クラスの活用を促

進するなど、乳児等通園支援の利用終了後

の受入れ枠の確保に努め、乳児等通園支

援の利用から教育・保育施設の利用への円

滑な移行を支援します。 

併せて、乳児等通園支援事業者と教育・

保育施設との間で情報を共有することがで

きる体制を整備します。 

確保方策・方向性 

家庭以外の人とかかわる機会や、年齢が

近いこども同士が触れ合う機会を創出し、こ

どもの心身の健やかな成長・発達を図るた

め、全ての保育所等と協議を進めながら利

用定員数の確保に努めます。 

資料１ 



2 

 

  



3 

 

３ 計画修正の概要 

  標記計画に掲載する資料（幼稚園入園児童数及び保育所入所児童数の推移）

の一部に誤りがありましたので、次のとおり内容を修正するものです。 

 

４ 計画の修正点（新旧対照表） 

▼１２ページ 

（7）就学前のこどもの保育等の状況の変化 

※変更後の計画は裏面のとおり 

  

新 旧 

本市の幼稚園の入園児童数は減少傾向

で推移しており、令和６年には 1,038人（平

成２７年比８６９人減）となっています。一方

で、保育所等の入所児童数は増加傾向で

推移し、令和６年には２,４２６人（平成２７年

比５４５人増）となっています。 

本市の幼稚園の入園児童数は減少傾向

で推移しており、令和６年には７８４人（平成

２７年比１,188 人減）となっています。一方

で、保育所等の入所児童数は増加傾向で

推移し、令和６年には２,４２６人（平成２７年

比５４５人増）となっています。 
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秦野市こども計画（第３期子ども・子育て支援事業計画）の変更について

計画変更の概要

「こども誰でも通園制度」については、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）により、令和７年４月から児童福祉法において、
乳児等通園支援事業が創設されたほか、改正法による改正後の子ども・子育て支援法において、令和８年度から乳児等のための支援給付を創設することとされています。
今後、改正される「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育

て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」及び「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版
ver.３）」に基づき、秦野市こども計画（第３期子ども・子育て支援事業計画）を変更するものです。

令和7年10月21日こども政策課作成

吉村泰典先生

計画の主な変更点

• 必須記載事項として、乳児等通園支援の量の見込みと提供体制の確保の内容
及びその実施時期を位置付けることとされた（本市計画記載済み）

• 必須記載事項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に
提供する体制に関する事項を位置付けることされた（新たに記載する必要有）

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

計
画

令和７年度実施（公立こども園３園）
※地域子ども・子育て支援事業として実施

10/21
第1回会議

概要説明

1月末
第2回会議

意見聴取

計画変更
内容の調整

神奈川県
との

法定協議

第３期
子子支
援計画
の変更

制
度

本格実施
※

令和７年 令和８年

※令和８年度からは、「乳児等のための支援給付」事業に位置付け実施

本市における「こども誰でも通園制度」

園名
（市立）

対象年齢及び
実施時間

利用定員
（１日当たり）

利用上限
利用料金
※減免あり

給食費
（実費）

みどり
こども園

０歳児
（０歳６か月以上）
９：１５～１１：１５

３名
（２名）

１０時間
（２時間×月５日）

６００円
（３００円／時間）

なし

すえひろ
こども園

１歳児
（満２歳となる年度末）

９：１５～１２：１５

８名
（３名）

９時間
（３時間×月３日）

９００円
（３００円／時間）

２５０円

しぶさわ
こども園

２歳児
（満３歳となる年度末）

９：１５～１２：１５

１２名
（４名）

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備することを目的として実
施する。月一定時間の利用可能枠の中で、就労要件を問わずに利用することができる。

資料３

今後のスケジュール案

【令和７年度】

利用要件：市内に住民登録があり、保育所等に所属しておらず、利用時点で

０歳６か月～２歳（満３歳となる年度末まで）のこども

実施期間：令和７年１０月１５日（水）から令和８年３月１３日（金）まで

【参考】令和７年度第１回子ども・子育て会議資料




